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氷
川
町
空
き
家
バ
ン
ク
事
業
開
始

　

保
護
者
や
家
庭
が
次
の
い
ず
れ

か
の
事
情
に
該
当
す
る
場
合
で
す
。

①
就
労

　

家
庭
内
外
で
日
常
の
家
事
以
外

の
仕
事
を
す
る
場
合
。

②
妊
娠
中
で
あ
る
か
出
産
後
間
も

な
い
場
合

　

母
親
が
出
産
間
近
で
あ
る
か
、出

産
後
間
も
な
い
場
合

③
保
護
者
の
病
気

　

病
気
、け
が
、ま
た
は
心
身
に
障

が
い
が
あ
る
場
合
。

④
病
人
の
看
護

　

同
居
の
親
族（
長
期
入
院
な
ど
を

し
て
い
る
親
族
を
含
む
）を
常
時

看
護
し
て
い
る
場
合
。

⑤
災
害
復
旧

　

家
庭
が
、火
災
、風
水
害
、地
震

な
ど
の
災
害
を
受
け
、そ
の
復
旧

に
当
た
っ
て
い
る
場
合
。

⑥
父
母
が
求
職
中

　

原
則
３
カ
月
と
な
り
ま
す
。長

期
間
の
求
職
に
な
る
場
合
は
、ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
の
公
的
な
証

　

保
育
の
認
定
申
請
お
よ
び
保
育
施
設
利
用
申
込
受
付
を
次
の
要
領

で
行
い
ま
す
。申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、期
限
ま
で
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

平
成
27
年
度 

保
育
施
設
利
用
の
ご
案
内

入
所
方
法
が
変
わ
り
ま
す

入
所
で
き
る
児
童

保
育
施
設
の
入
所
申
込
方
法
が
変
わ
り
ま
す

　

平
成
27
年
度
か
ら
、子
ど
も
・
子

育
て
支
援
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
で
は
、保
育
園
や
幼
稚

園
以
外
で
小
規
模
保
育
や
家
庭
的

保
育
な
ど
の
新
し
い
保
育
サ
ー
ビ

ス
が
実
施
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ

と
と
併
せ
て
、放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

に
つ
い
て
の
基
準
が
定
め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
新
し
い
制
度
に
伴
い
、従
来

の
保
育
所
入
所
申
込
で
は
な
く
、保

育
の
利
用
認
定
申
請
を
行
い
、認
定

を
受
け
た
後
に
、保
育
施
設
へ
の
入

所
調
整
を
行
う
と
い
う
方
式
に
変

更
さ
れ
ま
す
。

　

次
か
ら
の
事
項
を
お
読
み
い
た

だ
き
、期
限
ま
で
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、今
年
度
か
ら
認
定
審
査

が
始
ま
る
こ
と
か
ら
、期
限
内
の
申

し
込
み
が
な
い
場
合
は
、認
定
が
遅

れ
た
り
、希
望
保
育
園
の
利
用
決
定

が
で
き
な
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

明
が
必
要
で
す
。

⑦
学
生
な
ど

　

学
校
な
ど
に
在
学
中
も
し
く
は

職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
場
合
。

⑧
虐
待
・
Ｄ
Ｖ

　

児
童
虐
待
を
行
っ
て
い
る
恐
れ
が

あ
る
こ
と
。配
偶
者
か
ら
の
暴
力

に
よ
り
、保
育
が
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
こ
と
。

⑨
育
児
休
業

　

育
児
休
業
中
で
、育
児
休
業
に
係

る
子
ど
も
以
外
の
保
育
が
引
き

続
き
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
。

　

10
月
１
日
㈬
～
10
月
31
日
㈮

　

氷
川
町
役
場
町
民
環
境
課
、宮

原
振
興
局
総
務
振
興
課
、ダ
ー
ナ

保
育
園
、月
乃
輪
保
育
園
、東
光
保

育
園
、吉
野
保
育
園
、宮
原
慈
光
保

育
園
、常
葉
保
育
所

※
本
年
度
か
ら
引
き
続
き
利
用
さ

れ
る
人
は
、児
童
氏
名
な
ど
を

印
字
し
た
も
の
を
配
布
し
ま
す
。

①
施
設
型
給
付
費
・
地
域
型
保
育

給
付
費
等
支
給
認
定
申
請
書

　

両
面
を
記
入
く
だ
さ
い
。児
童
１

人
に
つ
き
１
枚
。

②
障
害
者
手
帳
写
し
、診
断
書

　

本
人
、同
居
者
が
障
が
い
者
、保

護
者
の
病
気
な
ど
で
利
用
希
望

の
場
合
。１
世
帯
に
つ
き
１
枚
。

③
雇
用(

雇
用
予
定)

証
明
書

　

利
用
認
定
申
請
の
た
め
に
両
親

の
分
が
必
要
で
す
の
で
、申
請
時

に
一
緒
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。本

年
度
か
ら
引
き
続
き
利
用
さ
れ

る
人
に
は
、支
給
認
定
申
請
書

に
同
封
し
ま
す
が
、そ
れ
以
外
の

人
に
つ
い
て
は
、氷
川
町
役
場
町

民
環
境
課
、宮
原
振
興
局
総
務

振
興
課
、各
保
育
園
に
用
紙
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。１
世
帯
に
つ
き
１
組
。

　

現
在
の
保
育
料
か
ら
、新
制
度
で

は
利
用
者
負
担
額
に
名
称
が
変
わ

り
ま
す
。

　

算
定
方
法
に
つ
い
て
も
変
更
に
な

り
、保
護
者
の
前
年
分
の
住
民
税
所

得
割
額
で
８
月
分
ま
で
の
負
担
額

を
決
定
し
、９
月
以
降
は
当
年
分
の

住
民
税
所
得
割
額
で
負
担
額
を
決

定
し
ま
す
。

　

公
立
保
育
所
、私
立
保
育
園
共

に
利
用
者
負
担
額
の
算
定
方
法
は

同
じ
で
す
。

　

負
担
額
に
つ
い
て
は
、現
在
の
保

育
料
を
基
準
と
し
て
、大
き
く
変
動

し
な
い
よ
う
に
決
定
す
る
予
定
で

す
。

　

認
定
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、

12
月
に
通
知
し
ま
す
。

　

そ
こ
で
利
用
認
定
に
な
っ
た
場

合
は
、そ
の
後
、各
保
育
園
と
の
入

所
調
整
を
行
い
ま
す
の
で
、保
育
園

利
用
の
決
定
に
つ
い
て
は
２
月
か
ら

３
月
に
か
け
て
保
護
者
あ
て
に
通

知
し
ま
す
。

　

な
お
、町
外
保
育
園
を
希
望
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、保
育
園
所
在
の
市

町
村
と
の
協
議
に
な
り
ま
す
の
で
、

ど
う
し
て
も
町
内
保
育
園
よ
り
も

決
定
が
遅
く
な
り
、３
月
中
旬
く
ら

い
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

町
で
は
口
座
振
替
納
入
を
勧
め

結
果
の
通
知

利
用
者
負
担
額
の
納
入

必
要
書
類

利
用
者
負
担
額（
保
育
料
）の

算
定

申
込
書
の
備
え
付
け
と
提
出
先

申
込
書
の
受
付
期
間

て
い
ま
す
。

　

口
座
振
替
は
、毎
月
25
日（
金
融

機
関
な
ど
が
休
み
の
場
合
は
翌
営

業
日
）に
行
い
ま
す
の
で
、前
日
ま
で

に
残
高
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
依
頼
書
は
氷
川
町
役

場
町
民
環
境
課
お
よ
び
宮
原
振
興

局
総
務
振
興
課
、町
内
の
保
育
施

設
、町
内
の
金
融
機
関
に
備
え
付
け

て
お
り
ま
す
の
で
、記
入
後
に
金
融

機
関
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
提
出
書
類
に
虚
偽
の
記
載
が

あ
っ
た
場
合
は
、利
用
承
諾
は
取

り
消
し
と
し
、保
育
園
利
用
開

始
後
に
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合

は
利
用
取
り
消
し
と
な
り
ま
す
。

・
希
望
者
多
数
の
た
め
希
望
す
る

保
育
施
設
の
利
用
が
で
き
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、あ
ら
か

じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

・
年
度
途
中
の
認
定
申
請
お
よ
び

利
用
申
し
込
み
に
つ
い
て
は
、随

時
受
け
付
け
を
行
っ
て
お
り
ま

す
が
、原
則
と
し
て
、申
し
込
み

順
で
認
定
お
よ
び
利
用
決
定
を

し
ま
す
。

・
そ
の
他
、利
用
に
関
す
る
こ
と
に

つ
い
て
詳
し
く
ご
相
談
さ
れ
た

い
場
合
は
、お
問
い
合
わ
せ
先
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

平
成
25
年
に
総
務
省
が
実
施
し

た「
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
」に
よ

る
と
、総
住
宅
数
に
占
め
る
空
き
家

の
割
合
は
13･

５
％（
約
８
１
９
万

戸
）で
過
去
最
高
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

氷
川
町
内
に
お
け
る
空
き
家
も

近
年
増
加
傾
向
に
あ
り
、防
犯
・
防

災
の
観
点
か
ら
も
、そ
の
管
理
に
つ

い
て
町
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
い

く
必
要
性
を
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、10
月
か
ら
空
き
家
の
有

効
活
用
を
図
る
た
め「
空
き
家
バ
ン

ク
」の
登
録
物
件
の
募
集
を
開
始
い

た
し
ま
す
。

　

空
き
家
バ
ン
ク
と
は
、町
内
の
賃

貸
・
売
却
で
き
る
空
き
家
を「
空
き

家
バ
ン
ク
」に
登
録
し
て
も
ら
い
、そ

の
物
件
の
情
報
を
、氷
川
町
へ
の
移

住
を
希
望
さ
れ
る
人
や
住
居
を
お

探
し
の
人
へ
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
を
利
用
し
て
提
供
す
る
仕
組
み

で
す
。

　

移
住
定
住
の
促
進
と
と
も
に
、空

き
家
の
活
用
を
通
し
て
防
犯
・
防
災

の
観
点
か
ら
も
そ
の
効
果
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

　

空
き
家
を
お
持
ち
の
人
で
、ご

自
身
の
空
き
家
を「
貸
し
て
も
い
い
」

「
売
っ
て
も
い
い
」と
お
考
え
の
人

は
、登
録
の
検
討
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

そ
の
他

　

な
お
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
の
空
き

家
物
件
の
公
開
は
、準
備
が
整
い
次

第
、今
年
度
中
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

宮
原
振
興
局 

総
務
振
興
課

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
係

　

☎
62
・
２
３
１
７（
直
通
）

空き家バンクイメージ図

空き家
所有者

①登録申し込み ④現地見学の申し込み
③ホームページで空き家情報公開

②調査・登録 ⑤利用希望登録申し込み

⑥希望者情報連絡

⑦当事者間にて賃貸借および売買の交渉・契約

⑦宅建業者仲介による賃貸借および売買の交渉・契約

⑥登録・空き家情報
提供

空き家
利　用
希望者

氷川町
空き家
バンク

交渉・契約（いずれか選択）

【注意点】
①空き家の登録には申請が必要です。申請受付後、空き家の間取りや現状を現地にて確認いたしま

す。確認の結果、損傷などが激しいなど人が住むことが難しいと判断されるものについては、登
録をお断りすることもあります。

②交渉・契約は、空き家の所有者と利用希望者の当事者間で行っていただくことになります。
　町が仲介を行うことはありません。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

町
民
環
境
課 

町
民
環
境
係

　

☎
52
・
５
８
５
１（
直
通
）

◎
町
内
の
保
育
所（
園
）

　

ダ
ー
ナ
保
育
園

　

☎
62
・
２
０
１
０

　

月
乃
輪
保
育
園

　

☎
52
・
１
５
６
８

　

東
光
保
育
園

　

☎
52
・
１
８
２
３

　

吉
野
保
育
園

　

☎
62
・
４
１
３
０

　

宮
原
慈
光
保
育
園

　

☎
62
・
４
４
３
５

　

常
葉
保
育
所

　

☎
62
・
２
２
３
２


